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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
二
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
こ
と
を
通
じ
、
必
要
な
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
、
医
療
法
、
介
護
保
険
法
等
の
関
係
法

律
の
所
要
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
確
保
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

都
道
府
県
が
、
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
を
支
弁
す
る
た
め
、
基
金
を
設
け
る

場
合
に
は
、
国
は
、
そ
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
三
分
の
二
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二

医
療
法
の
一
部
改
正

一

一
般
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
病
床
の
機
能
区
分
に
従
い
、
病
床
の
機
能
及
び
病
床
の
機
能

の
予
定
並
び
に
入
院
患
者
に
提
供
す
る
医
療
の
内
容
等
の
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二

都
道
府
県
は
、
医
療
計
画
に
お
い
て
、
将
来
の
医
療
提
供
体
制
に
係
る
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
事
項
、
地
域
医
療
構

想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

三

病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
療
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

。

、

、

。

ら
な
い

ま
た

病
院
等
の
管
理
者
は

医
療
事
故
調
査
等
を
行
い
結
果
を
同
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
三

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

一

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
等
に
係
る
給
付
対
象
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
状
態
区

分
に
該
当
す
る
状
態
で
あ
る
者
そ
の
他
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
な
要
介
護
者
と
す
る
。

二

介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
額
以
上
の
所
得
を
有
す
る
第
一
号
被
保
険
者
に
係
る
利
用
者
負

担
の
割
合
を
、
そ
の
費
用
の
百
分
の
二
十
と
す
る
。

三

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
と
介
護
予
防
通
所
介
護
を
地
域
支
援
事
業
に
移
行
し
、
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
市
町
村
は
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


